
   

 

◎浜松市の行政区再編に伴う保険者番号の取り扱いについて 

 浜松市が、令和６年１月１日より行政区を現在の７区から３区に再編されることとなりました。 

つきましては、同封の「浜松市からのお知らせ」をご参照ください。 

 

 

◎保険医療機関等の所在地変更の取り扱いについて 

 浜松市行政区再編に伴い、所在地が変更となる保険医療機関等につきましては、本会において「診

療（調剤）報酬請求に関する届出」の所在地を変更しますので、変更の届出を提出する必要はあり

ません。 

 

 

◎訪問看護療養費請求書等の早期提出へのお願い 

 訪問看護療養費請求書等の提出については毎月 10日が提出期日となっていますが、令和５年12

月、令和６年２月及び３月は 10 日が休日となります。提出期日が休日の場合は本会を開所し受付

業務を行いますが、提出期限日前の早期提出に御協力をお願いします。 

 

 

◎指定訪問看護ステーション向けオンライン資格確認ポータルサイト開設等について 

 厚生労働省保険局医療介護連携政策課から、訪問看護等に係るオンライン資格確認のページが 

標記ポータルサイトに開設された旨の案内がありました。 

ついては、令和６年の運用開始に向けた準備などの参考にご活用ください。 

●【医療機関等向け総合ポータルサイト（オンライン資格確認）】 

 https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=oqs_csm_top 

 

  国保連合会だより 

 

   ＮＯ．２０２３－訪－３ 

    令和 ５年 11月 16日 

    静岡県国民健康保険団体連合会 
    〒４２０－８５５８ 

      静岡市葵区春日２丁目４番３４号 

      TEL（０５４）２５３－５５４１ 

（介護報酬のお問い合わせは下４桁5580にお掛けください。） 

https://www.shizukokuhoren.or.jp/ 
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